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人的資本経営を推進、心身の健康と多様な働き方を支援する「ウェルネス休暇制度」を導入 

 

株式会社ディ・アイ・システム（本社：東京都千代田区、代表取締役会長：長田光博、 以下「当社」）は、従業員

の健康維持・増進とワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の向上を実現するため、「ウェルネス休暇制度」を新た

に導入いたしましたので、お知らせします。 

 

１．ウェルネス休暇制度導入の背景と目的 

当社は、事業活動を通じてステークホルダー（お客様、ビジネスパートナー、地域社会、株主・投資家、社員）の信頼・

期待に応え、当社グループの企業価値を高めるとともに、持続可能で豊かな社会の実現に向けて貢献していくことをサステ

ナビリティの基本方針として掲げております。「多様な人材がいきいきと活躍できる社会の実現に貢献」を重要課題（マテリ

アリティ）の一つとし、人的資本経営を重視した取り組みを進めています。 

中でも「従業員の健康増進」と「ワークスタイル変革の推進」を加速させるためには、従業員の心身の健康マネジメントと多

様な働き方の実現が重要であると認識しています。 

ウェルネス休暇制度の導入は、従業員が自身の心身の健康維持、自己研鑽、家族のケアなどに安心して時間を使える

環境を整備し、より質の高い働き方をサポートすることを目的としています。 

 

 

 



２．ウェルネス休暇の取得事由 

ウェルネス休暇は、次のような場合に年間で最大 5 日間取得できます。 

 

■本人の健康管理・治療 

 本人の傷病により入院を要することになった場合  

 健康診断の結果、再受診が必要となった場合 

 生理、PMS、不妊治療、更年期障害に伴う体調不良や通院、検査を行なう場合  

 感染症法で定められた感染症に罹患し就業制限を受ける場合  

 

■家族のケア・育児・介護 

 親族を看護することになった場合 

 子の看護等休暇、介護休暇に充当する場合 

 

■ボランティアなどの社会活動・その他 

 資格試験の受験など、業務に関連する自己研鑽に要する場合 

 従業員の健康増進およびワーク・ライフ・バランスの向上に資すると会社が認めた場合 等 

 

当社は今後も、人的資本を重要な経営資源と捉え、従業員一人ひとりが心身ともに健康で、最大限の能力を発揮でき

る職場環境づくりを積極的に推進してまいります。 

 

 

■株式会社ディ・アイ・システムについて 

・会社名 ： 株式会社ディ・アイ・システム（証券コード：4421） 

・本社所在地 ： 〒100-0005 東京都千代田区丸の内 2-1-1 明治安田生命ビル 15F 

・代表者 ： 代表取締役会長 長田光博／代表取締役社長 富田健太郎 

・設立 ： 1997 年 11 月 5 日 

・事業内容 ： ソフトウェア設計／開発／運用業務、IT インフラ設計/構築/運用業務 

 ： ユーザー支援サービス業務、教育サービス（IT 研修・IT 資格取得） 

 ： セキュリティ製品開発・販売、セキュリティソリューション導入支援 

・URL ： https://www.di-system.co.jp/ 

 

当社は、「無限の夢を創造する、無限の夢を実現する組織」を標榜し、1997 年に 4 名の社員でソフトウェアの開発事業

をスタートしました。その後、時代のニーズに合わせて、システム開発からネットワークの設計・構築、そして運用・保守とワン

ストップで対応するシステムインテグレーション事業を展開してまいりました。2025 年 10 月現在では、連結従業員数が

754 名となり、中堅技術者向けに専門性の高い IT 研修や新入社員向けの IT 研修、またメタバースや生成系 AI 関連

の研修を行う教育サービスにも力を入れております。今後も、情報環境の変化に対応しながら、顧客のニーズにしっかりと

応えてまいります。 

 

■本件に関するお問い合わせ 

株式会社ディ・アイ・システム 経営企画本部 経営企画室 

・電話：03-6826-7772 

・メール：ir@di-system.co.jp 

https://www.di-system.co.jp/

